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第　36　期　中　間　決　算　公　告

１，５１２

１４，８００

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

中　間　貸　借　対　照　表

（平成19年9月30日現在）

科 目

（ 資 産 の 部 ）

５７，９２３

１１，３６７

金　　　　　額科 目 金　　　　　額

６２３

４６，２１４

２４，１６７

（ 純 資 産 の 部 ）

１９，４００

１，３８９

１，８１３，２５６

８，２５１

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

借 用 金

７４，０２７

１５，１２７

そ の 他 利 益 剰 余 金

１９，７７５

３１，９２６

現 金 預 け 金 １，７３７，２９７

（ 負 債 の 部 ）

１５，０００

７５

金 銭 の 信 託

商 品 有 価 証 券

１９，７２９

コ ー ル マ ネ ー

２７１

２１，１３２

土 地 再 評 価 差 額 金

自 己 株 式

その他有価証券評価差額金

別 途 積 立 金

睡 眠 預 金 払 戻 引 当 金

負 債 の 部 合 計

支 払 承 諾

再評価に係る繰延税金負債

利 益 剰 余 金

４４０

１９，７７５

資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金

２，３６６

繰 越 利 益 剰 余 金 ２，４０４

２３，９１０

利 益 準 備 金 ４，３９２

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

貸 出 金

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

有 価 証 券

外 国 為 替 １，２７５

１，２２０，９３６

６９０

４９９，５８２ １３，２９２

子 会 社 前 受 金 ３，４６２

そ の 他 負 債

負債及び純 資産 の部 合計

株主資本合計

資 本 金

１，８９０，０９１

評価･換算差額等合計

純 資 産 の 部 合 計 ７６，８３４

２，８０７

資 産 の 部 合 計 １，８９０，０９１

２６，３１４

３０，７０７

１５，１２７

１１９

９８４

青森市勝田1丁目3番1号

株式会社　みちのく銀行

取締役頭取　杉本　康雄

３５８

９，９５０退 職 給 付 引 当 金

外 国 為 替

預 金

社 債

賞 与 引 当 金



中間貸借対照表注記

1．
2．
3．

4．

5．
6．

　　建　物
　　動　産

表等に与える影響は軽微であります。
7．

8．
9．

10．
　

11．

12．

　過去勤務債務

　数理計算上の差異

13．

14．

して計上する方法に変更しております。

し、経常利益は 114百万円、税引前中間純利益は 358百万円それぞれ減少しております。

これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は 114百万円、特別損失は 244百万円それぞれ増加

の払戻は、従来支出時の費用として計上しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の
引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監
査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）が平成19年４月１日以後開始する事業年度から適用
されることに伴い、過去の一定期間の払戻実績率から将来の払戻金額を見積もり、睡眠預金払戻引当金と

した事業年度の翌事業年度以後、残存簿価を5年間で均等償却しております。なお、これによる中間貸借対照

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見
積額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。
一定期間取引が無いことを事由として負債計上を中止し、利益計上した預金（以下、「睡眠預金」という。）

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権

計上しております。
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書
きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証

なお、平成19年度税制改正に伴い、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正
後 の 法 人 税 法 に 基 づ く 償 却 方 法 に よ り 減 価 償 却 費 を 計 上 し て お り ま す 。 な お 、 こ れ に よ る 中 間 貸 借
対照表等に与える影響は軽微であります。
また、当中間期より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定

上しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っておりま
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

おり、その金額は 17,132百万円であります。

す。

額法により損益処理

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

お、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会
社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時
価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法によ

く。）については定額法）を採用し､年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

3年～ 50年

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計

 また､主な耐用年数は次のとおりであります。

行内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

2年～ 20年

中間期に帰属する額を計上しております。

見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債

を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可

有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除

り算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。な

の評価は、時価法により行っております。

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、主として中間決算日
の為替相場による円換算額を付しております。

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。



15．

16．

17．
百万円

18． 関係会社の株式総額 百万円
19． 有形固定資産の減価償却累計額 百万円
20． 有形固定資産の圧縮記帳額 百万円

21．

22．

23．

24．

25．

26．

27．
　担保に供している資産

有価証券 百万円
現　　　金 32 百万円

　担保資産に対応する債務
預　　　金 百万円

28．

　再評価を行った年月日 平成14年3月31日
　同法律第3条第3項に定める再評価の方法

29．

30．
31．

32． 1株当たりの純資産額         　496円 06銭

すが、その額面金額は 6,573百万円であります。

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 11,821百万円であります。

32

また、その他資産のうち保証金は 492百万円であります。

担保に供している資産は次のとおりであります。

万円を差し入れております。

出金であります。

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はございません。

1,508

13,294

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

10,579

2,236

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対

1,172

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 10 年 3

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 79,526百万

貸出金のうち、破綻先債権額は 6,311百万円、延滞債権額は 61,393百万円であります。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

借 用 金 は 、 他 の 債 務 よ り も 債 務 の 履 行 が 後 順 位 で あ る 旨 の 特 約 が 付 さ れ た 劣 後 特 約 付 借 入 金

なお、 21．から 24．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸

により算出し た価格に基づい て、奥行価格 補正 、側

地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調
整を行って算出

取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

円であります。

地 価 税 の 課 税 価格 の計 算の 基礎 とな る 土 地の 価格

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 78,903百

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ） 第 2 条 第 4 号 に 定 め る

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の
保証債務の額は　3,870百万円であります。

ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に
基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額
は、18,926百万円であります。

14,800百万円であります。
社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。



33．

該当ありません。

該当ありません。

34．
す。

35．

該当ありません。

該当ありません。
36．

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、221,445百万円であります。このうち原契約期

その他有価証券で時価のあるもの

（百万円）

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

中間貸借対照表計上額

△ 249

株式
債券
　　国債
　　地方債

時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次のとおりでありま
することとしております。

満期保有目的の金銭の信託

なお、上記の評価差額から繰延税金負債 1,384百万円を差し引いた額 2,347百万円が、｢その他有価証
券評価差額金」に含まれております。

必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の
拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産･有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続

か、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。34．についても同様であります。

評価差額
（百万円）（百万円）

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほ

満期保有目的の債券で時価のあるもの

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの

29,551 7,150
△ 2,392
△ 1,905237,753

△ 231

その他
合計 481,330

15,555
477,598

　　社債 104,591

79,370

104,342
　　短期社債 14,996 14,989

79,139
239,658

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 215,922百万円あります。

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

　　投資事業有限責任組合に類するものの出資持分

3,870

10,548
30

2,874
214

714

また、当期において、その他有価証券で時価のあるものについて　42百万円減損処理を行っております。

中間貸借対照表計上額（百万円）内容

　　非上場社債券
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　　子会社・子法人等株式
　　関連法人等株式
その他有価証券
　　非上場株式

△ 1,026
3,731

満期保有目的の債券

7,640

16,581

　　非上場外国証券
　　貸付債権信託受益権

時価のある有価証券の減損処理にあたっては、中間決算日における時価の簿価に対する下落率が50％
以上の銘柄について一律減損処理するとともに、下落率が30％以上50％未満の銘柄について該当銘柄
の過去一定期間の時価の推移を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理

△ 6

22,400
438,616 436,223

取得原価



37．
繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度額超過額
退職給付引当金損金算入限度額超過額
その他有価証券評価差額金
税務上の繰越欠損金
有価証券償却損金不算入額
賞与引当金損金算入限度超過額
固定資産の減損損失否認額
出資金の減損否認額
減価償却費損金算入限度超過額
未払事業税
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額 △
繰延税金資産合計

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △
繰延税金負債合計 △

繰延税金資産の純額
38．

515

1,124

351

22,815

百万円

3,415
3,415

19,400

27
805

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成18年８月11日）及び「金融商品会計に関する

26,727

4,022
2,018

511

204

3,911

1,069

百万円

実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）等における有価証券の範囲に関する規定

指針を適用しております。

が一部改正され（平成19年６月15日付及び同７月11日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する事
業年度及び中間会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間期から改正会計基準及び実務

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

16,076



（単位:百万円）

（ ）

（ ）

（ ）

（注） 1． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．
3．

121百万円を含んでおります。
4．

244百万円及びリース資産解約費用 218百万円を含んでおります。
5．

「特別損失」には、「財団法人みちのく・ふるさと貢献基金」への出捐 1,011百万円、睡眠預金払戻引当金繰入額

5

営業用店舗　　11 か所
営業用店舗　    4か所

減損損失額(百万円）
205
63

種類
土地・建物
土地・建物

土地・建物・動産

預 金 利 息 ）

「その他経常費用」には、貸出金償却 314百万円、貸倒引当金繰入額 2,177百万円及び株式等償却
　1株当たり中間純利益金額　4円 17銭

３７２

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 経 常 費 用

１３，４５６

３，６８８

１８６

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

２，７７０

２，４９８

２，２３７

２，２４２

２，９６３

１６９

２４，７７３

中　間　損　益　計　算　書

（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

金 額科 目

資 金 運 用 収 益 １７，８３１

経 常 収 益

１４，７６２

３，８０８

２２，０６７

役 務 取 引 等 収 益

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（ う ち 有価証券利息配当金）

２，７０５

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

特 別 利 益

特 別 損 失

役 務 取 引 等 費 用

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

営 業 経 費

経 常 利 益

（ う ち

６４５中 間 純 利 益

１７

２０１

１，０３５

１，８７２

税 引 前 中 間 純 利 益

営業用店舗については、原則個々の営業店をグルーピングの単位とし(出張所については母店と
同一のグループとし、業務の関連性の強い営業店についても同一のグル ープとし てい る）、本部等
につい ては、独立し たキ ャッシュ・フローを生み出さない ことから共用資産とし ております。また、遊
休資産については各資産単位でグルーピングをしております。

額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

当中間会計期間において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等
により割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額 273百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当中間期において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価

地域

－

青森県内
青森県外

用途

遊休資産

－5－



中間連結財務諸表の作成方針

（1） 連結の範囲に関する事項

① 連結される子会社及び子法人等 7 社

会社名

株式会社 みちのくサービスセンター

株式会社 みちのくオフィスサービス

みち銀総合管理 株式会社

みちのく信用保証 株式会社

Michinoku Preferred Capital Cayman Limited

株式会社 みちのく銀行（モスクワ）

北日本財務（香港）有限公司

当中間連結会計期間中に優先出資証券発行のため特別目的会社Michinoku Preferred

Capital Cayman Limitedを設立 しております。

② 非連結の子会社及び子法人等 該当ありません

（2） 持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 2 社

会社名

みちのくカード 株式会社

みちのくキャピタル 株式会社

② 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 該当ありません

（3） 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項

① 連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。

6月末日 2 社

9月末日 5 社

②

　  ております。

第36期　 中 間 連 結 財 務 諸 表

連結される子会社及び子法人等は、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結しております。

中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っ



（単位:百万円）

△

△

少 数 株 主 持 分

株主資本合計

８，００３

評価・換算差額等合計

無 形 固 定 資 産 １，３９７

１５，１２７支 払 承 諾 見 返

退 職 給 付 引 当 金 ９，９５３

そ の 他 負 債 １７，６４９

１，３０３

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡 眠 預 金 払 戻 引 当 金

１１９

３５８

社 債

繰 延 税 金 負 債

預 金

コールマネー及び売渡手形

借 用 金

外 国 為 替

中　間　連　結　貸　借　対　照　表

（平成19年9月30日現在）

科 目

（ 負 債 の 部 ）

金　　　　　額

（ 資 産 の 部 ）

科 目 金　　　　　額

負 債 の 部 合 計

有 価 証 券

貸 出 金

貸 倒 引 当 金

１１，６６９

３６，０５１

２，２７４

２１，６００

１８，６８８

賞 与 引 当 金

５９，５５２

８，２５１

２７１

１９，７２９

資 産 の 部 合 計

現 金 預 け 金

１５，１２７

１，５１２

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

５５

１５，０００

１，８０５，１８６

１，７３６，６１９４９，２７１

２４，１６７

利 益 剰 余 金

（ 純 資 産 の 部 ）

４９４，０６５

１，２２５，００２

３

９８４

６，５００

１９，７７５

３０，３０３

資 本 金

資 本 剰 余 金

７３，６０９

２，３７６

４，０５２

その他有価証券評価差額金

為 替 換 算 調 整 勘 定 １，２３４

土 地 再 評 価 差 額 金 ４４０

１，８９０，８５１１，８９０，８５１

８５，６６５純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

自 己 株 式 ６３７



1．
2．
3．

4．

5．
6．

また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建　物
　　動　産

照表等に与える影響は軽微であります。

す。なお、これによる中間連結貸借対照表等に与える影響は軽微であります。
7．

8．
9．

10． 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　

11．

12．

　過去勤務債務
額法により損益処理

　数理計算上の差異

ら損益処理
13．

場により換算しております。

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権

る額を計上しております。

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額をそれぞれ引き当てております。

（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

設 備 を 除 く 。 ） に つ い て は 定 額 法 ） を 採 用 し ､ 年 間 減 価 償 却 費 見 積 額 を 期 間 に よ り 按 分 し 計 上 し

3年～ 50年
2年～ 20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し

ております。

ております。
は、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却し

計上しております。

込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び

定率法により償却しております。

 当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

おり、その金額は 17,132百万円であります。

中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上して

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して

なお、平成19年度税制改正に伴い、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正
後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。なお、これによる中間連結貸借対

また、当中間連結会計期間より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能
限度額に達した連結会計年度年度の翌連結会計年度年度以後、残存簿価を5年間で均等償却しておりま

おります。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給
見積額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

おります。

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他
有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法
により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
の評価は、時価法により行っております。



14．

当金として計上する方法に変更しております。

し、経常利益は 114百万円、税金等調整前中間純利益は 358百万円それぞれ減少しております。
15．

16．

17． 当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
百万円

18． 有形固定資産の減価償却累計額 百万円
19． 有形固定資産の圧縮記帳額 百万円
20．

出金であります。

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
21．

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
22．

債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
23．

24．

25．

26． 担保に供している資産は次のとおりであります。
      担保に供している資産

有価証券 百万円
現　　　金 32 百万円

      担保資産に対応する債務
預    　金 百万円

万円を差し入れております。

27．

す。
      再評価を行った年月日 平成14年3月31日
      同法律第3条第3項に定める再評価の方法

整を行って算出

ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に
基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計
上額は、18,926百万円であります。

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再

月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ） 第 2 条 第 4 号 に 定 め る

を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法
により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側

地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する
地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調

土 地 の 再 評 価 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 10 年 3

なお、20．から23．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

によっております。

却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はございません。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 15,507百万円であります。

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸

円であります。

第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償

貸出金のうち、破綻先債権額は 6,844百万円、延滞債権額は 62,822百万円であります。

破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 85,174百万

2,609

適用されることに伴い、過去の一定期間の払戻実績率から将来の払戻金額を見積もり、睡眠預金払戻引

これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は 114百万円、特別損失は 244百万円それぞれ増加

引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監
査・保証実務委員会報告第42号 平成19年4月13日）が平成19年４月１日以後開始する連結会計年度から

13,569
32

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 78,903百
1,508

1,172

すが、その額面金額は 6,573百万円であります。

また、その他資産のうち保証金は 493百万円であります。

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

一定期間取引が無いことを事由として負債計上を中止し、利益計上した預金（以下、「睡眠預金」という。）
の払戻は、従来支出時の費用として計上しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の



28．

29． 社債は、劣後特約付社債 15,000百万円であります。
30．

31． 1株当たりの純資産額 501円　48銭
32．

 満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当ありません。

 その他有価証券で時価のあるもの

株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
合計

「その他有価証券評価差額金｣に含まれております。

33．

 満期保有目的の債券
非上場社債券

 その他有価証券
非上場株式
非上場外国証券
貸付債権信託受益権
投資事業有限責任組合に類するものの出資持分

34．

該当ありません。

該当ありません。
35．

間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 215,922百万円あります。

36．

等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

3,870

あります。

△ 231

△ 249

79,139

104,342

を行っております。時価のある有価証券の減損処理にあたっては、中間決算日における時価の簿価に

処理することとしております。
時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間連結貸借対照表計上額は、次のとおりでありま

対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理するとともに、下落率が30%以上50%未満の銘柄に
ついて過去一定期間の時価の推移を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損

内　容

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の
保証債務の額は 3,870百万円であります。

か、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。33．についても同様であります。

また、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて 42百万円減損処理

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほ

6,500百万円であります。
借 用 金 は 、 他 の 債 務 よ り も 債 務 の 履 行 が 後 順 位 で あ る 旨 の 特 約 が 付 さ れ た 劣 後 特 約 付 借 入 金

減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価
は、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の

（百万円）
29,551

その他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 0百万円を加算し た額 2,357百万円が、
なお、上記の評価差額から繰延税金負債 1,263百万円を差し引いた額に、持分法適用会社が所有する

486,392

79,370

104,591

437,222

△ 1,905

14,996 14,989

482,647

19,618 △ 1,011

3,745

△ 6

20,630

439,615

240,657

7,150

取得原価
（百万円）

22,400

評価差額
（百万円）

△ 2,393

238,751

結会計年度及び中間連結会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から改
正会計基準及び実務指針を適用しております。

中間連結貸借対照表計上額

が一部改正され（平成19年６月15日付及び同７月11日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する連

満期保有目的の金銭の信託

契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 221,445百万円であります。このうち原契約期

ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する

証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

214

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成18年８月11日）及び「金融商品会計に関する
実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）等における有価証券の範囲に関する規定

7,640

2,874

金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。
714



（単位:百万円）

（ ）

（ ）

（ ）

（注） 1． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2． 　１株当たり中間純利益金額 1円 84銭

3．

78百万円を含んでおります。

4．
額 244百万円及びリース資産解約費用 218百万円を含んでおります。

5．

少 数 株 主 利 益 ３

続 的 な 下 落 等 に よ り 割 引 前 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 総 額 が 帳 簿 価 額 に 満 た な い こ と か ら 、 帳 簿 価 額
当 中 間 連 結 会 計 期 間 に お い て 、 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 減 少 、使 用方 法の 変更 及び 地価 の継

「特別損失」には、「財団法人みちのく・ふるさと貢献基金」への出捐 1,011百万円、睡眠預金払戻引当金繰入

については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産に
同一のグループとし、業務の関連性の強い営業店についても同一のグループとしている） 、本部等

営業用店舗については、原則個々の営業店をグルーピングの単位とし(出張所については母店と

用途 種類

－ 遊休資産　　　　
土地・建物

5

青森県外

役 務 取 引 等 費 用

２８５

「その他経常費用」には、貸出金償却 314百万円、貸倒引当金繰入額 2,801百万円及び株式等償却

中 間 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額 ４０２

２０２

７８７

１，８９８

２，４８２

２３，１７３

中　間　連　結　損　益　計　算　書
（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

科 目

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益 ２５，６５６

１８，１８３

金 額

３，８７１

３，３２７

２７３

２，４８１

１，９５７

２２０

２，２３８

１４，０７９

４，４３４

１４，８７０

２，９５２

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（ う ち 有価証券利息配当金）

（ う ち 預 金 利 息 ）

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

営 業 経 費

そ の 他 業 務 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他 経 常 費 用

９６

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

ついては各資産単位でグルーピングをしております。

正味売却価額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。

を回収可能価額まで減額し、当該減少額 274百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当中間連結会計期間において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、

青森県内 営業用店舗　　　 11か所 土地・建物

地域

土地・建物・動産

営業用店舗　　　　4か所

減損損失額（百万円）
205
63


